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◆がん検診の受診勧奨 

◆長引く避難生活や放射線への不安などが健康に及ぼす影響の調査や、疾病の早

期発見、早期治療のための健康診査の実施 

県民健康調査「健康診査」について 

 

 
 

 １ 避難区域等※１の住民及び「基本調査」の結果必要と認められた方※２ 

 

【健康診査】  

（１）健診項目  

全ての年齢区分について、避難区域等住民一人ひとりが自分の健康状態を把握

し、 生活習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療につなげていくことを主眼に

検査項目を設定しております。  

16歳以上については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80 

号）第20条に基づく「特定健康診査」の検査項目を基本として、血算などの追加 

項目（以下「追加項目」という。）を付加して実施しております。  

 

◆年齢区分別検査項目◆  

年齢区分 検査項目 

0 歳～6 歳 

（就学前乳幼児） 

身長、体重、 

血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） 

7 歳～15 歳 

(小学校１年生～中学校 3 年生) 

身長、体重、血圧、 

血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） 

[希望による追加項目] 

血液生化学（AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、空腹時血糖、

血清クレアチニン、尿酸） 

16 歳以上 

身長、体重、腹囲（BMI）、血圧、 

血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） 

尿検査（尿蛋白、尿糖、尿潜血） 

血液生化学（AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、空腹時血糖、

血清クレアチニン、e-GFR、尿酸） 

※下線部は、通常、特定健康診査では検査しない追加項目 

 

※1 避難区域等  

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町 浪江町、葛尾村、

飯舘村、伊達市の一部（特定避難勧奨地点関係地区）  

※2 「基本調査」の結果必要と認められた方  

検討中（詳細は、第6回「県民健康調査」検討委員会 資料2を参照ください。） 

  

福島県では、県民の皆さまの健康を見守り、将来にわたる健康増進につなぐことを

目的に健康診査を実施しています。 
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（2）平成２６年度実施方法 

県 

内外 
年齢区分 方 法 

県 

内 

１５歳以下 

県内指定医療機関で実施。  

※対象者には福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センターから「受診案

内」を送付。 

１６歳以上 

①市町村が実施する総合検診（特定健康診査・健康診査）時に健診項目を上乗せ

して実施。  

※対象者には市町村から「受診案内」を送付。 

②集団健診（保健センター等） で

実施。 

※①の対象者以外の方や①で受診できなか

った方に、福島県立医科大学 放射線医学

県民健康管理センターから「受診案内」

を送付。  

※②（集団健診）、③（県内の指定医療機関

での健診）の どちらでも対象者の都合に 

より選択が可能。 

③県内指定医療機関で実施。 

県 

外 

１５歳以下 

県外指定医療機関で実施。  

※対象者には、福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センターが委託する

健診手続代行機関から「受診案内」を送付。 

１６歳以上 

県外指定医療機関で実施。  

※対象者には、福島県立医科大学または市町村が委託する健診手続代行機関から

「受診案内」を送付。 

 

（３）平成２６年度スケジュール 

 

（４）平成２３～２５年度実施状況 

第15回「県民健康調査」検討委員会 資料３-1 
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◆既存健診※3・がん検診の受診勧奨 

◆既存健診の受診機会がない方（19～39 歳）に、受診機会を付付与 

 ２ 避難区域等以外の県民 

 

【既存健診の受診機会がない方の健康診査】 

（１）健診項目 

検 査 項 目 （基本） 

既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、 

身長、体重、ＢＭＩ、血圧、尿検査（尿蛋白、尿糖）、 

血液生化学（AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、空腹時血糖（又は随時血糖）） 

 

（２）実施方法 

市町村及び健診実施代行機関に実施を委託し、県内外の医療機関または集団健診に

おいて実施する。 

（３）平成２６年度の実施予定 

○ 市町村に実施を委託 

・37 市町村が、市町村が実施する集団健診で実施予定。 

○ 健診実施代行機関等に実施を委託 

・2７市町村が実施予定（「市町村に実施を委託による健康診査」との重複市町村を含

む）。 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

市
町
村
委
託 

            

健
診
実
施 

代
行
機
関
委
託 

            

 

（４）平成２４年度実施状況 

既存健診対象外の県民に対する健康診査の実施状況について（第14回「県民健康調

査」検討委員会 資料３-2） 

 

※3 既存健診 

・労働安全衛生法に基づく健康診断（定期健康診断等） 

・学校保健安全法第13条に基づく児童生徒等の健康診断 

・県民健康管理調査として避難区域等の県民を対象として県が行う健診（項目を上乗せして行う健診） 

※４ 案内送付者数：対象者について、加入保険の種別等を事前に把握できないことから、案内送付者とし

た。 

市町村健診（案内送付者※４見込み数 155,000 人） 

案内 

（案内送付者※４見込

み数 239,000 人） 

健康診査の実施 
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福島県「県民健康調査」甲状腺検査について

1 実施計画

(1) 先行検査 平成23年10月から平成26年3月末まで、甲状腺の状態を把握

するために実施。

(2) 本格検査 平成26年4月から平成28年3月までの2年間で対象者全員を検

査し、平成28年4月からは、20歳までは2年ごと、それ以降は5

年ごとに継続して実施。

2 対象者

(1) 先行検査：平成4年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた福島県民

(平成23年3月11日時点、概ね0歳から18歳までの福島県民)

(2) 本格検査：平成4年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた福島県民

チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として、放射性ヨウ素の内

部被ばくによる小児の甲状腺がんがあります。

福島県では、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康を長期に見

守るために、甲状腺検査を実施しています。

福島県立医科大学

保健センター、学校

福島県外検査実施機関等

検査場所対象者

保健センター、学校
福島県内検査拠点
福島県外検査実施機関等

平成28年 4月以降

平成28年 3月

時期

先行検査

本格検査

平成4年4月2日から
平成23年4月1日までに
生まれた福島県民

平成26年 4月

～

平成23年10月

～

平成26年 3月

平成4年4月2日から
平成24年4月1日までに
生まれた福島県民

同上
(20歳までは2年ごと、それ以降は
 5年ごとに継続して検査を実施)

検査
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3 実施方法

福島県立医科大学、福島県内外の医療機関等が連携して実施します。

首にゼリーをつけて、超音波画像診断装置で甲状腺を検査します。

4 検査の流れ

(1) 一次検査 本人（保護者）あてに、福島県立医科大学から検査日時及び

検査実施場所をお知らせします。

検査結果は、後日、本人(保護者)あてに通知します。

検査の日程と場所（福島県立医科大学 HP）

【判定結果】

A判定 （A1）結節又はのう胞を認めなかったもの。
（A2）結節(5.0㎜以下)又はのう胞(20.0㎜以下)を認めたもの。

B判定 結節(5.1㎜以上)又はのう胞(20.1㎜以上)を認めたもの。

なお、A2の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検
査を要すると判断した場合は、B判定としている。

C判定 甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの。

(2) 二次検査 一次検査の結果、B 判定又は C 判定となった場合は、二次
検査の対象となります。二次検査では、詳しく超音波検査を

行った後、採血、尿検査を実施します。更に必要があれば、

結節から細胞を採って検査をする穿刺吸引細胞診(せんしきゅ

ういんさいぼうしん)を行います。

検査結果については、直接、本人(保護者)に説明します。

これまでの検査結果

検

査

対

象

者

一

次

検

査

A判定

B判定

C判定

＜判定結果＞

二

次

検

査

次回検査

通常診療等

(A1)
(A2)
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県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」について 

 

 

 

１ 対象者 

避難区域等の住民及び基本調査の結果必要と認められた方 

〔避難区域等〕 

南相馬市、田村市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町 

浪江町、葛尾村、飯舘村、伊達市の一部（旧特定避難勧奨地点関係地区） 

 

２ 平成２５年度実施状況 

◆質問紙調査 

（１）調査方法 

対象者に調査票（自記式または保護者回答）を郵送。 

（２）調査区分 

区分 対象者 備考 

一 般 平成１０年４月１日以前に生まれた方 自記式 

中学生 
平成１０年４月２日から 

平成１３年４月１日までに生まれた方 
一部自記式 

小学生 
平成１３年４月２日から 

平成１９年４月１日までに生まれた方 
保護者回答 

４～６歳 
平成１９年４月２日から 

平成２２年４月１日までに生まれた方 
保護者回答 

０～３歳 
平成２２年４月２日から 

平成２５年４月１日までに生まれた方 
保護者回答 

 

（３）主な調査項目 

・現在のこころとからだの健康状態について 

・生活習慣について（食生活、睡眠、喫煙（「一般」）、飲酒（「一般」）、運動） 

・最近の行動について 

・現在の生活状況、人とのつながりについて（「一般」）など 

  

福島県では、震災で困難な状況にある県民のこころやからだの健康度（問題）を

正しく把握し、保健・医療・福祉に係る適切なケアを提供するとともに、将来の 

子どもたちの世代に向けて、自然災害時や緊急時における「こころのケア」のより

良いあり方を受け継ぐことを目的に、こころの健康度・生活習慣に関する調査を 

実施しています。 
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（４）調査後の対応 

① 回答内容を、福島県立医科大学（以下、「医科大学」という。）の医師等が評価・分

析する。こころの健康及び生活習慣上、相談・支援の必要があると判断された方に

は、臨床心理士や保健師・看護師等による「こころの健康支援チーム」が電話支援

等を行う。 

② 電話支援等により医師の診察が必要と判断された場合は、県内医療機関の「登録医

師（※下記「登録医師」参照）」を紹介する。また、継続的な支援が必要な場合には、

避難元の市町村や「ふくしま心のケアセンター」と連携し、必要な支援を検討・提

供する。 

③ 登録医師の判断により、さらに専門家によるこころのケアが必要と判断された場合

には、医科大学等（通常の診療行為）で対応する。医科大学では、小児は「こども

の心診療センター」、それ以外は「心身医療科」で対応する。 

④ こころの健康支援チームが放射線に関する相談を受け、当該専門医師等の対応が必

要と判断された場合には、医科大学の教員による「放射線健康相談チーム」におい

て対応する。また、放射線の影響による健康相談等のうち、直接診察が必要な場合

には、専門医師等による対応を検討する。 

 

※登録医師 

こころの健康度・生活習慣に関する調査等の結果、精神科・小児科等の医師による診察

が必要だと判断された場合に、その診療にあたる医師 

登録数１４４人（８４医療機関）（平成２６年３月３１日現在） 

 

◆面接調査（平成２６年３月３１日現在） 

こころと生活習慣に関するより良い支援やサポート体制を構築するため、平成 24年度

に引き続き、面接調査を実施した。平成 24年度調査回答者や福島県内の精神科医療機関

受診者を対象に、保健師・看護師、臨床心理士等が面接を行った。 

（１）平成２４年度「こころの健康度・生活習慣に関する調査」回答者 

実施者数：３８人 

（２）福島県内の精神科医療機関受診者 

実施者数：１３人 

 

３ 平成 23～24年度調査結果 

・平成 23年度結果報告書（第 1１回「県民健康調査」検討委員会 資料④） 

・平成 24年度結果報告書（第 15回「県民健康調査」検討委員会 資料④） 
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県民健康調査「妊産婦に関する調査」について 

 

 

１ 平成２６年度対象者 

○平成 25 年 8 月 1 日から平成 26 年 7 月 31 日までに、福島県内の市町村から母子

健康手帳を交付された方 

○上記期間内に福島県外で母子健康手帳を交付された方で、福島県で里帰り出産された

方 

２ 平成２６年度実施計画 

（１）調査方法 

対象者に調査票を郵送します（平成２６年 11月下旬予定）。 

○県内各市町村において母子健康手帳を交付された対象者には、福島県立医科大学放

射線医学県民健康管理センターから「妊産婦に関する調査についてのお知らせ」、「こ

れまでの調査結果をまとめたチラシ」及び「調査票」を送付します。 

○県外市町村から母子健康手帳を交付された対象者には、日本産科婦人科学会、日本

産婦人科医会に所属している産婦人科医師等を通じて「妊産婦に関する調査について

のお知らせ」、「これまでの調査結果をまとめたチラシ」及び「調査票」を配布します。 

（２）主な調査事項 

・妊産婦のこころの健康度について 

・現在の生活状況（避難生活、家族離散の状況）について 

・出産状況や妊娠経過中の健康状態について 

・育児の自信について 

・次回妊娠に対する意識について 

（３）調査後の対応 

①回答内容により支援が必要と判断された方には、福島県立医科大学の助産師・保健

師等から積極的に電話支援をいたします。また、調査対象者の妊娠、出産、育児や、

その他健康に関する質問や心配ごとに適切に対応するため、専門のダイヤルとメール

アカウントを設けて助産師・保健師等が相談に応じます。 

②専門的な回答が必要な相談には、医師や各分野の専門家・専門機関が対応いたしま

す 

３ 実施状況等 

・平成２３年度結果報告（福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターＨＰ） 

・平成２４年度結果報告（第 14回検討委員会「県民健康調査」 資料 5） 

福島県では、妊産婦の皆さまの健康状態等を把握し、健康管理に役立てていただくこ

とを目的に妊産婦に関する調査を実施しています。 
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http://fukushima-mimamori.jp/pregnant-survey/result/media/pregnantsurvey_research_result_h23.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/50307.pdf

